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2026.3※無断で改変・転載・配布することなどはお控えください。利用の際は、事前にご連絡・ご相談ください。

【セーフガーディングとは】
みんなの考えを聴き、「こころ」と「からだ」の
安全と「けんり」を大切にするために、
大人が守る約束です。

かんが き

あん ぜん たい せつ

おとな まも やく そく

ひどい言葉をつかったり、
無視したり、バカにしたり、
心が傷つくようなことは
しません。

こと   ば

む し

こころ きず

写真や動画を撮るときは、
あなたやおうちのひとに
撮ってよいかを聞きます。
勝手に撮ったり使ったり
しません。

しゃ しん どう が と

と き

かっ   て と つか

みんなの気持ちや考えを
受け止め大切にします。

どんなことでも職員に相談してね。

き も かんが

う たい せつ

そう だんしょく いん

と

困っているあなたを
そのままにしません。
あぶないことがないように
一緒に考えます。

かんが

こま

いっ しょ

みんなの意見を大切にし、
みんなと一緒に

児童会館をつくっていきます。

い けん たい せつ

いっ しょ

じ どう かい かん

あなたの個人情報を
誰かに話したり、
SNSなどにのせたりしません。

だれ はな

こ じん じょう ほう

児童会館の活動以外で、ないしょで
あなたと連絡をとったり、
会ったりすることはありません。
あなたとふたりだけで
長い時間すごしません。

あ

なが じ かん

じ どう かい かん かつ どう い がい

れん らく

プライベートゾーンはもちろん、
体をベタベタさわったり、
いやらしいことをしたり
言ったりしません。
プライベートゾーンとは、下着でかくれる
場所(胸・性器・お尻)と口のことです。
自分だけの大切な体の場所です。

からだ

い

した ぎ

むね せい き しり くち

じ ぶん たい せつ からだ ば しょ

ば しょ

たたいたり、
けったり、体を
傷つけるような
ことはしません。

からだ

きず



保護者のみなさまへ

子どもの権利条約 4つの原則

さ  べつだい　 じょう きん し
第2条【差別の禁止】

い けん あらわ けん り
第12条【意見を表す権利】
だい　     じょう

こ
第3条【子どもにもっともよいことを】
だい　 じょう

い けん り そだ けん り
第6条【生きる権利・育つ権利】だい　 じょう

出典：日本ユニセフ協会 子どもの権利条約抄訳
しゅっ てん に　ほん きょう かい こ けん　り　じょう　 やく　 しょう　やく

児童会館・ミニ児童会館の活動の中で困ったことやご心配なことがありましたら、児童会館の職員にご連絡ください。

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自
分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子
どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければ
なりません。

こ

り い けん こ

はっ たつ おう こう りょ

じ ぶん かん けい じ ゆう

ぶん

じ

い けん あらわ けん

すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。
こ い けん り そだ けん り

子どもに関係のあることが決められ、行われるとき
には、子どもにもっともよいことは何かを第一に考え
なければなりません。

こ かん けい おこな

なに だい いち かんがこ

き

すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある
権利をもっています。子どもは、国のちがいや、性の
ちがい、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信
じているか、どんな意見をもっているか、心やからだ
に障がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、
親がどういう人であるか、などによって差別されません。

こ びょう どう じょう やく

けん り こ くに せい

つか しゅうきょう しん

い けん こころ

しょう かね　も

おや ひと さ べつ

こ けん　　  り げん　　 そくじょう　　やく

アンケートから出た
こどもたちからの声

で

こえ

ひつよういじょうに
強い言い方をしないでほしい
つよ い かた

高学年だからって
自分で解決してって言わないでほしい
じ　ぶん

こう がく ねん

いかい けつ

ベタベタされたらいやだな～

こまっていたら
サポートしてほしい

気持ちを否定
しないでほしいな

き　も ひ  てい

※こどものセーフガーディング 行動規範アンケートより
こうどうきはん

アンケート実施期間：令和7年10月17日～10月30日　
じっ し き かん れい わ ねん がつ にち にちがつ

「子どもの権利条約」の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ条文に書かれた権利であるとともに、
あらゆる子どもの権利を考えるときに合わせて考えることが大切な「原則」であるとされています。
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かんが かんが

あらわかた か

あ

いつも覚えておきたい「4つの原則」
おぼ げん　そく


